
令和７年６月１日より労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、熱中症予防対策として 

「体制整備・手順作成・周知徹底」の３点が事業者に義務化されました。 

この規則は建設業や製造業のみならず全産業が対象です。この対策を怠った場合罰則があります。 

大切な社員と会社を守るため、ぜひこの機会に熱中症予防指導員研修をご受講ください！  

 

 

 

 

無 料 

木祖村商工会 TEL 36-2048 ／ FAX 36-3094 

木曽町商工会 TEL 22-3618 ／ FAX 22-4304 

上松町商工会 TEL 52-2157 ／ FAX 52-4930  

大桑村商工会 TEL 55-3130 ／ FAX 55-3947 

南木曽商工会 TEL 57-2515 ／ FAX 57-3754 

＊市外局番はいずれも（0264） 

・熱中症の症状とは           ３０分 

・熱中症の予防方法     ２時間３０分 

・緊急時の応急処置          １５分 

・熱中症の事例             １５分 

※当日は筆記用具をお持ちください 

お名前 ご住所 生年月日 

年   月   日 

木曽郡木曽町福島 6442-6 TEL 0264-22-3618 

定員になり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください 

 

 

（一社）長野県労働基準協会連合会 

労働安全コンサルタント 廣 瀬 謙 治 氏 

【令和７年度制度改正等の課題解決環境整備事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

下記申込書に必要事項をご記入の上 FAX、お電話 

メール等にて８月１８日（月）迄にお申込みください 

 
 

 

 

 

 

 

 

  FAX  ３６－３０９４ 

（メール  info＠kisomura.or.jp）  

 

 【 熱中症予防指導員研修 】 受講申込書 申込締切日 Ｒ７年８月１８日（月） 

事業所名  所属商工会  

所 在 地  T E L  

受講者 
   

＊本申込書にご記入いただいた情報は、本講座開催に係る連絡確認等のために利用させていただきます。 

                ご住所および生年月日は修了証に記載するため必要となります。ご了承いただきご記入をお願いいたします。  

※  切 り取 らずに FAX してく ださい  

会  場 

受 講 料 

定  員 

申込方法 

問合せ・申込先 

 講 座 内 容 

本カリキュラムをすべてご受講された皆様
には「修了証」が交付されます。 

木曽町商工会館 ２階会議室 

40 名（先着順）※１事業所につき１名まで 

 

講   師 


